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本人確認サポート（個人）API

サービスのご紹介



本サービスの概要

サービス概要・特徴

３つの特徴

銀行口座開設時の
本人確認した情報

インターネット
バンキングのログイン

認証使用

犯収法に準拠した
情報を返却

TRUST

利用者同意に基づき、銀行が保有する情報を
APIにより連携するサービス

セキュリティ 犯収法

2019年5月31日の銀行法改正により、“保有する情報を第三者に提供する業務で
あって、銀行業の高度化又は銀行の利用者の利便の向上に資するもの”（情報
提供業務）が銀行業務に追加

ポイント
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APIを活用したデータ連携
提供機能

提供環境 本番環境、検証環境（APIポータルサイト上：https://developer.portal.bk.mufg.jp）

認証方式 OAuth2.0

データ交換方式 JSON

アクセス形式 REST

犯収法の要件で必要となる情報

氏名

漢字及び カナ*

*ただし、漢字が返却されない場合あり

生年月日 YYYY-MM-DD

住所

郵便番号 / 国内住所（漢字 またはカナ）/

海外住所（英字または漢字）

本人確認区分 true 固定（falseの場合はエラー応答）

その他の情報

本人確認資料区分 101：運転免許証 102：旅券・・・全7コード

本人確認実施日 YYYY-MM-DD

性別 1：男性 2：女性

電話番号 第1～第3 電話番号及び区分

Eメールアドレス 第1～第3 Eメールアドレス

口座情報

口座ID / 店番 / 店名 / 科目コード/ 科目詳細コード / 科目名 / 

口座番号 / 口座名義 / 代表口座フラグ / 通貨コード

口座残高合計 ダイレクトで照会可能な口座の日本円での残高合計

給与振込有無 給与振込あり：* 給与振込なし：-
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（注意） 本人確認未済の場合は、リクエスト項目に関わらずエラーとなります

主な機能

https://developer.portal.bk.mufg.jp/


APIサービス利用規定同意 ダイレクトログイン認証 登録内容の確認 APIサービス利用登録完了

住所、電話番号、Eメール
アドレスが古い場合は

Web上で登録変更
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利用登録画面



銀行API

連携

取引開始

口座開設
方法選択

顔認証

個人情報
入力

職業・
内部者情報
入力

お取引き
情報入力

入力情報の
確認

顧客へ
口座開設
連絡

本人確認
書類撮影

顧客へ
口座開設
連絡

取引開始

情報入力

…

トップページ

口座開設

ネット
完結

ログ
イン

住所
確認

同意
登録
完了

本人確認
書類撮影

…
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ユースケース ～犯収法対象事業者の本人確認



銀行API

連携

取引開始

サービス申込
方法選択

顧客へ
登録完了
連絡

トップページ

サービス申込

三菱UFJ

銀行口座
をお持ちの
方はこちら

ログ
イン

住所等
確認

同意
登録
完了

個人情報
入力

その他
会員情報
入力

入力情報の
確認

情報入力

本人確認
書類撮影

…

銀行から連携される情報をフィルインすることで、
入力補助として利用可能

犯収法対象事業者以外の場合、
法対応としては、本人確認書類
の撮影は不要

（注意） 連携する情報や具体的な利用方法次第では電子決済等代行業の登録が必要となる可能性があります。
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ユースケース ～本人確認兼入力補助として利用



銀行API

連携

サービス申込
方法選択

振込み
実行

トップページ

サービス申込

三菱UFJ

銀行口座
をお持ちの
方はこちら

ログ
イン

同意
登録
完了

入金口座
登録

入力情報の
確認

会員ページ

銀行から連携される情報をフィルインすることで、
振込時の組戻し件数を削減することが可能

入金確認
出金口座
登録

入力情報の
確認

会員ページ

銀行から連携される情報を活用することで、
入金確認、また口座振替登録がスムーズに

口座振替
登録

（注意） 本ユースケースでは、電子決済等代行業の登録が必要となる可能性があります。
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ユースケース ～口座確認に利用する場合



事業者メリット

コスト削減

離脱率の改善

本人確認の強化（サービスの信頼性の向上）

本人確認資料等受け入れることなく、本人確認を実施*

利用者メリット

サービス申込時の入力負荷軽減

サービスを安心・安全に利用することが可能

本人確認資料を登録サイトにアップロードすることなく、本人確認が完了*

*犯収法対象事業者以外の場合
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サービス導入メリット



郵送不要の新手法（犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号）
◼犯収法の対象事業者（特定
事業者）に義務づけられてい
る非対面での新規口座開設
時における本人確認の手法
として、これまでは郵送での
確認が必須でしたが、2018

年11月30日に犯収法が改
正され、ネットで完結する新
たな本人確認の手法が追加
されました

◼4つの郵送不要の新手法が
追加されました

⚫「ホ」及び「へ」は、本人の
容貌の撮影が必要となりま
す

⚫「ト（1）」は、銀行が本人確
認済みである旨の公表を
行う必要がありますが、事
業者は銀行の本人確認済
情報を活用することができ
ます

⚫「ト（2）」は、金銭の支払が
発生します

※詳細は、貴社ご担当の顧問弁護士
など専門家にご相談下さいますようお
願い申し上げます

写真付き本人確認書類の画像と本人の容貌の画像を送信

写真付き本人確認書類のICチップ情報と本人の容貌の画像を送信

お客さま

顧客名義口座に少額振込を行い、インターネットバンキング等の取引明細を確認する

貴社

ホ 専用ソフトのカメラを利用する方法

へ 専用ソフトでICカードリーダーを利用する方法

ト（1） 銀行等にユーザーの本人特定事項を照会する方法

一枚に限り発行される本人確認書類の画像又はICチップ情報を送信

ト（2） ユーザー名義口座へ少額振込を行う方法

銀行等に顧客の本人特定事項を確認済であることを確認

一枚に限り発行される本人確認書類の画像又はICチップ情報を送信

貴社

貴社

貴社

お客さま

お客さま

お客さま
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Appendix. 改正犯収法の概要



＜本サービスに関するお問い合わせ先＞
株式会社三菱UFJ銀行
APIサービス運営事務局
MUFGBK_API_PF@mufg.jp

Copyright © 2019 MUFG Bank, Ltd. All rights reserved.

＜当行が契約している指定紛争解決機関＞
全国銀行協会
連絡先 全国銀行協会相談室0570-017109、03-5252-3772
受付時間／月～金曜日9：00～17：00(祝日・12/31～1/3等を除く)
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/

https://www.zenginkyo.or.jp/adr/

